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委託契約に含まれるべき事項の追加について 
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代 表 取 締 役  尾 﨑 俊 也 

 

２０２５年４月２２日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に

より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の４の２の「 委託契約に含

まれるべき事項」に下記事項が追加されました。同施行規則は２０２６年１月 1日よ

り施行されるため、本通知を以って、契約者の皆様と現在締結しております産業廃棄

物処理委託契約書に下記変更を加えさせていただきたく思います。当該提案に異議が

ある契約者は本通知の受領後１０日以内に弊社までご連絡をいただくようお願いい

たします。意義がない場合には、本提案に同意したものとみなさせていただきます。 

記 

 各処理委託契約書中の 委託者側からの適正処理に必要な情報」内に次の条項を追

加する。 

１ 委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律第２条第５項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、か

つ、委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質（同法第５条第１

項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなけれ

ばならない第一種指定化学物質に限る。）が含まれ、又は付着している場合には、その

旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合 

 

２ 第一種指定化学含有等の有無（有・無）   

  

 含有等がある場合、含有又は、付着する対象物質の名称及び量又は割合 

対象物質の名称 添付するＷＤＳの記載のとおり 

量又は割合 添付するＷＤＳの記載のとおり 
 

以上 

【お問合せ先】 

アースサポート㈱「営業部「営業事務係 電話番号：（０８５２）３７－２８９０「  

※ガイダンス２番 

https://app3.shachihata.com/app/StampInfo/2d996fd549a32fd93ca08c387fdd6a7fe9dfd888f75bfb2cdb8d25ecc4cbe3f6

